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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素部と、当該複数の画素部の発光を決定する複数のデータ線とを有するアクテ
ィブマトリクス型の発光パネルを備える表示装置であって、
　前記複数の画素部のそれぞれは、
　前記複数のデータ線のうちいずれかのデータ線から供給された信号電圧を信号電流に変
換する第１トランジスタと、
　前記データ線と前記第１トランジスタのゲートとの間に挿入され、前記データ線と前記
第１トランジスタのゲートとの導通及び非導通を切り換える第１スイッチ素子と、
　前記第１トランジスタのソース及びドレインの一方である第１端子からアノード及びカ
ソードの一方に入力される前記信号電流により発光する発光素子とを備え、
　検査電流を前記データ線に供給する検査電流発生回路と、
　前記データ線から入力される前記検査電流を前記発光素子に流すように回路パスを形成
する第１回路パス形成手段と、
　前記検査電流により発生した前記発光素子のアノード及びカソードの一方の電圧を前記
データ線に発生させるよう回路パスを形成する第２回路パス形成手段と、
　前記検査電流により発生した前記発光素子のアノード及びカソードの一方の電圧を、前
記第２回路パス形成手段により形成されたパスを介して前記データ線にて検出する電圧検
出回路とを備え、
　前記第１回路パス形成手段及び前記第２回路パス形成手段は、
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　前記第１端子と前記発光素子のアノード及びカソードの一方との接続点と、前記データ
線との導通及び非導通を切り換える第２スイッチングトランジスタを備え、
　前記検査電流発生回路及び前記電圧検出回路は、前記データ線の両側に、前記複数の画
素部を挟んで接続されている
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　複数の画素部の発光を決定する複数のデータ線のうちいずれかのデータ線から供給され
た信号電圧を信号電流に変換する第１トランジスタと、前記データ線と前記第１トランジ
スタのゲートとの間に挿入され前記データ線と前記第１トランジスタのゲートとの導通及
び非導通を切り換える第１スイッチ素子と、前記第１トランジスタのソース及びドレイン
の一方である第１端子からアノード及びカソードの一方に入力される前記信号電流により
発光する発光素子と、前記第１端子と前記発光素子のアノード及びカソードの一方との接
続点と、前記データ線との導通及び非導通を切り換える第２スイッチングトランジスタと
を備える画素部を複数有するアクティブマトリクス型の発光パネルを備える表示装置の駆
動方法であって、
　前記信号電圧を前記データ線に供給するデータ駆動回路と前記データ線との接続を非導
通状態にし、前記発光素子に検査電流を供給する検査電流発生回路と前記データ線との接
続を導通状態にする電流源接続ステップと、
　前記電流源接続ステップの後、前記検査電流発生回路から前記データ線を介して入力さ
れる前記検査電流を前記発光素子に流す電流供給ステップと、
　前記第２検査電流を流すことにより発生した前記発光素子のアノード及びカソードの一
方の電圧を、前記データ線に接続され、前記複数の画素部を挟んで前記検査電流発生回路
と反対側に配置された電圧検出回路により検出する電圧検出ステップとを含む
　ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置、電子装置及びそれらの駆動方法に関し、特に電流駆動型の発光素子
を用いた表示装置、電子装置及びそれらの駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電流駆動型の発光素子を用いた画像表示装置として、有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ：Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を用いた画像表示装置（有機Ｅ
Ｌディスプレイ）が知られている。この有機ＥＬディスプレイは、視野角特性が良好で、
消費電力が少ないという利点を有するため、次世代のＦＰＤ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）候補として注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイでは、通常、画素を構成する有機ＥＬ素子がマトリクス状に配置
される。複数の行電極（走査線）と複数の列電極（データ線）との交点に有機ＥＬ素子を
設け、選択した行電極と複数の列電極との間にデータ信号に相当する電圧を印加するよう
にして有機ＥＬ素子を駆動するものをパッシブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイと呼
ぶ。
【０００４】
　一方、複数の走査線と複数のデータ線との交点に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ
　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を設け、このＴＦＴにドライビングトランジスタの
ゲートを接続し、選択した走査線を通じてこのＴＦＴをオンさせてデータ線からデータ信
号をドライビングトランジスタに入力し、そのドライビングトランジスタによって有機Ｅ
Ｌ素子を駆動するものをアクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイと呼ぶ。
【０００５】
　各行電極（走査線）を選択している期間のみ、それに接続された有機ＥＬ素子が発光す
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るパッシブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイとは異なり、アクティブマトリクス型の
有機ＥＬディスプレイでは、次の走査（選択）まで有機ＥＬ素子を発光させることが可能
であるため、デューティ比が上がってもディスプレイの輝度減少を招くようなことはない
。従って、低電圧で駆動できるので、低消費電力化が可能となる。しかしながら、アクテ
ィブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイでは、ドライビングトランジスタや有機ＥＬ素
子の特性のばらつきに起因して、同じデータ信号を与えても、各画素において有機ＥＬ素
子の輝度が異なり、輝度むらが発生するという欠点がある。
【０００６】
　従来の有機ＥＬディスプレイにおける、ドライビングトランジスタや有機ＥＬ素子の特
性のばらつきや劣化（以下、特性の不均一と総称する）による輝度ムラの補償方法として
は、複雑な画素回路による補償、代表画素によるフィードバック補償、また、全画素に流
れる電流の合計によるフィードバック補償などが代表的である。
【０００７】
　しかし、複雑な画素回路は歩留まりを下げてしまう。また、代表画素によるフィードバ
ックや、全画素に流れる電流の合計によるフィードバックでは、画素ごとの特性の不均一
を補償できない。
【０００８】
　上記理由により、簡単な画素回路で、画素ごとに特性の不均一を検出する方法がいくつ
か提案されている。
【０００９】
　例えば、特許文献１に開示された発光パネル用基板、発光パネル用基板の検査方法及び
発光パネルでは、従来の２つのトランジスタからなる電圧駆動画素回路に、ダイオード接
続のトランジスタを接続し、それをＥＬに見立てることによって、ＥＬ形成前の発光パネ
ル用基板の状態において、そのダイオード接続のトランジスタに接続されたテスト線に流
れる電流を測定し、データ電圧と駆動トランジスタを流れる電流との関係を検出して、画
素検査及び画素特性抽出がなされている。また、そのＥＬ形成後もダイオード接続のトラ
ンジスタはテスト線を用いて逆バイアスとして電流を流さないようにできるため、通常の
電圧書き込み動作が行える。また、アレイの状態で検出された特性は、有機ＥＬ発光パネ
ルを使用する際のデータ線への印加電圧の補正制御に利用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－１３９０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、画素に流れる駆動電流は非常に微小であり、微小電流の測定を精度よく
行うことは困難である。また、初期の特性ばらつきや劣化による特性変化は、トランジス
タにのみ起こるものではなく、有機ＥＬ素子にも起こるものなので、有機ＥＬ特性を検出
しない方法では、画素の輝度の不均一を補償できない。
【００１２】
　さらに、従来の方法では、発光パネル完成後の動作においても、駆動トランジスタ及び
有機ＥＬ素子の特性の経時変化を精度よく補償する手段を有しない。一般に、駆動トラン
ジスタは、その材料として低温ポリシリコンが用いられる場合は、初期特性にばらつきは
あるものの、その後の特性は安定している。これに対し、発光パネルの大面積化に有利な
アモルファスシリコンが駆動トランジスタの材料として用いられる場合は、特性パラメー
タの経時変化が大きい。また、一般に、有機ＥＬ素子の寿命特性は駆動電流の積算時間に
も依存する。従って、駆動トランジスタおよび有機ＥＬ素子の経時変化による特性パラメ
ータの変化を精度よく補償することは重要である。
【００１３】
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　上述したように、従来技術では、トランジスタの特性を検出する際、電流測定を用いる
ので、特性の検出精度が悪いという課題、そして、有機ＥＬ素子形成後のパネルにおいて
、有機ＥＬ素子の特性を検出する手段をもたないという課題を有する。
【００１４】
　上記課題に鑑み、本発明は、単純な画素回路でありながら、電圧測定により、各画素の
トランジスタと有機ＥＬの素子の特性を切り分けて精度よく検出することを可能とする表
示装置、電子装置及びそれらの駆動方法を提供することを第１の目的とする。また、その
検出結果を用いることにより駆動能動素子や発光素子の特性の不均一に起因する輝度ムラ
を補正できる表示装置、電子装置及びそれらの駆動方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明に係る表示装置は、複数の画素部と、当該複数の画
素部の発光を決定する複数のデータ線とを有するアクティブマトリクス型の発光パネルを
備える表示装置であって、前記複数の画素部のそれぞれは、前記複数のデータ線のうちい
ずれかのデータ線から供給された信号電圧を信号電流に変換する第１トランジスタと、前
記データ線と前記第１トランジスタのゲートとの間に挿入され、前記データ線と前記第１
トランジスタのゲートとの導通及び非導通を切り換える第１スイッチ素子と、前記第１ト
ランジスタのソース及びドレインの一方である第１端子からアノード及びカソードの一方
に入力される前記信号電流により発光する発光素子とを備え、検査電流を前記データ線に
供給する検査電流発生回路と、前記データ線から入力される前記検査電流を前記発光素子
に流すように回路パスを形成する第１回路パス形成手段と、前記検査電流により発生した
前記発光素子のアノード及びカソードの一方の電圧を前記データ線に発生させるよう回路
パスを形成する第２回路パス形成手段と、前記検査電流により発生した前記発光素子のア
ノード及びカソードの一方の電圧を、前記第２回路パス形成手段により形成されたパスを
介して前記データ線にて検出する電圧検出回路とを備え、前記第１回路パス形成手段及び
前記第２回路パス形成手段は、前記第１端子と前記発光素子のアノード及びカソードの一
方との接続点と、前記データ線との導通及び非導通を切り換える第２スイッチングトラン
ジスタを備え、前記検査電流発生回路及び前記電圧検出回路は、前記データ線の両側に、
前記複数の画素部を挟んで接続されていることを特徴とする。
【００１６】
　これにより、発光素子のばらつきに関する特性情報を独立に取得することができる。ま
た、検査電流が発光素子を流れ、その時のデータ線の電圧が測定されるので、電圧を入力
して微小電流を検出するという従来の測定方法型に比べ、高精度な測定が実現される。さ
らに、取得した特性情報を通常動作時のデータ電圧の補正に用いることで、発光素子の特
性ばらつきによる輝度ムラを改善することができる。
【００１７】
　また、本発明に係る電子装置は、発光素子を形成することが可能な複数の画素部と複数
のデータ線とを有するアクティブマトリクス型の発光用パネル基板を備える電子装置であ
って、前記複数の画素部のそれぞれは、前記複数のデータ線のうちいずれかのデータ線か
ら供給された前記信号電圧を信号電流に変換する第１トランジスタと、前記データ線と前
記第１トランジスタのゲートとの間に挿入され、前記データ線と前記第１トランジスタの
ゲートとの導通及び非導通を切り換える第１スイッチ素子とを備え、検査電流を前記デー
タ線に供給する検査電流発生回路と、前記データ線から入力される前記検査電流を前記第
１トランジスタのソース－ドレイン間に流すように回路パスを形成する第１回路パス形成
手段と、前記検査電流により発生した前記第１トランジスタのゲート電圧に対応した電圧
を前記データ線に発生させるよう回路パスを形成する第２回路パス形成手段と、前記検査
電流により発生した前記第１トランジスタのゲート電圧に対応した電圧を前記データ線に
て検出する電圧検出回路とを備え、前記第１回路パス形成手段及び前記第２回路パス形成
手段は、前記第１トランジスタのソース及びドレインの一方である第１端子と、前記デー
タ線との導通及び非導通を切り換える第２スイッチングトランジスタを備え、前記検査電
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流発生回路及び前記電圧検出回路は、前記データ線の両側に、前記複数の画素部を挟んで
接続されていることを特徴とする。
【００１８】
　これにより、発光素子が形成される前の状態において、駆動トランジスタである第１ト
ランジスタのばらつきに関する特性情報を取得することができる。また、検査電流が駆動
トランジスタに流れ、その時のデータ線の電圧が測定されるので、電圧を入力して微小電
流を検出するという従来の測定方法型に比べ、高精度な測定が実現される。さらに、取得
した特性情報を通常動作時のデータ電圧の補正に用いることで、駆動トランジスタの特性
ばらつきによる輝度ムラを改善することができる。
【００１９】
　また、本発明は、このような特徴的な手段を備える表示装置又は電子装置として実現す
ることができるだけでなく、表示装置又は電子装置に含まれる特徴的な手段をステップと
する表示装置又は電子装置の駆動方法として実現することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の表示装置、電子装置及びそれらの駆動方法によれば、単純な画素回路構成でし
かも検出精度の高い電圧測定により、各画素の駆動トランジスタと有機ＥＬ素子の特性を
切り分けて高精度測定できるので、駆動能動素子や発光素子の特性の不均一に起因する輝
度ムラを補正できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図
である。
【図２】図２は、表示部の有する一画素部の回路構成及びその周辺回路との接続を示す図
である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の有する制御回路の、駆動トラン
ジスタ又は有機ＥＬ素子の特性を検出する場合の動作フローチャートである。
【図４】図４は、駆動トランジスタ特性又は有機ＥＬ素子特性を検出する場合の検査電流
の供給タイミングを示すタイミングチャートである。
【図５】図５は、通常動作時における制御回路の動作フローチャートである。
【図６】図６は、データ線と検査電流発生回路との接続関係を示す図である。
【図７】図７は、データ線と検査電流発生回路との接続関係を示す図である。
【図８】図８は、データ線と検査電流発生回路との接続関係を示す図である。
【図９】図９は、データ線と電圧検出回路との接続関係を示す図である。
【図１０】図１０は、データ線と電圧検出回路との接続関係を示す図である。
【図１１】図１１は、データ線と電圧検出回路との接続関係を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１の第１の変形例を示す表示装置の備える画素
部の回路構成図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態１の第２の変形例を示す表示装置の備える画素
部の回路構成図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態１の第３の変形例を示す表示装置の備える画素
部の回路構成図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態２に係る表示装置の有する画素部の回路構成図
である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態２に係る表示装置の有する制御回路の、駆動ト
ランジスタ又は有機ＥＬ素子の特性を検出する場合の動作フローチャートである。
【図１７】図１７は、駆動トランジスタ特性検出時の検査電流の供給タイミングを示すタ
イミングチャートである。
【図１８】図１８は、有機ＥＬ素子特性検出時の検査電流の供給タイミングを示すタイミ
ングチャートである。
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【図１９】図１９は、本発明の実施の形態３に係る電子装置の電気的な構成を示すブロッ
ク図である。
【図２０】図２０は、画素アレイ部の有する一画素部の回路構成及びその周辺回路との接
続を示す図である。
【図２１】図２１は、本発明の表示装置を内蔵した薄型フラットＴＶの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（実施の形態１）
　本実施の形態における表示装置は、複数の画素部を有するアクティブマトリクス型の発
光パネルを備え、画素部は、選択されたデータ線から供給された信号電圧に対応した信号
電流を出力する第１トランジスタと、第１トランジスタへの信号電圧の供給をオンオフす
る第１スイッチ素子と、信号電流の入力により光信号を出力する発光素子と、選択された
データ線と第１トランジスタの第２端子とが短絡状態であることを可能とするように接続
された第２スイッチ素子とを備える。また、本表示装置は、さらに、第１トランジスタ又
は発光素子に検査電流を流す検査電流発生回路と、当該検査電流により発生した電圧を選
択されたデータ線にて測定する電圧検出回路とを備える。これにより、各画素に配置され
た駆動トランジスタと発光素子の特性を独立に高精度測定できるので、駆動トランジスタ
や発光素子の特性の不均一に起因する輝度ムラを補正できる。
【００２３】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である
。同図における表示装置１は、表示部１０と、走査線駆動回路２０と、データ線駆動回路
３０と、検査電流発生回路４０と、電圧検出回路５０と、マルチプレクサ６０と、制御回
路７０と、メモリ８０とを備える。
【００２４】
　表示部１０は、複数の画素部１００を備える。
【００２５】
　図２は、表示部の有する一画素部の回路構成及びその周辺回路との接続を示す図である
。同図における画素部１００は、有機ＥＬ素子１１０と、駆動トランジスタ１２０と、ス
イッチングトランジスタ１３０と、検査トランジスタ１４０と、保持容量１５０と、共通
電極１１５と、電源線１２５と、走査線２１と、制御線２２と、データ線３１とを備える
。また、周辺回路は、走査線駆動回路２０と、データ線駆動回路３０と、検査電流発生回
路４０と、電圧検出回路５０と、マルチプレクサ６０とを備える。
【００２６】
　まず、図１に記載された構成要素について、その機能を説明する。
【００２７】
　走査線駆動回路２０は、走査線２１、第１制御線である制御線２２に接続されており、
画素部１００のスイッチングトランジスタ１３０及び検査トランジスタ１４０の導通・非
導通を制御する機能を有する。
【００２８】
　データ線駆動回路３０は、データ線３１に接続されており、信号電圧を出力して、駆動
トランジスタ１２０に流れる信号電流を決定する機能を有する。また、データ線駆動回路
３０は、データ線３１との接続を開放したり、ショートしたりすることが可能なスイッチ
を有する。
【００２９】
　検査電流発生回路４０は、データ線３１に接続されており、駆動トランジスタ１２０や
有機ＥＬ素子１１０の特性を検出するための検査電流を出力する機能を有し、第１回路パ
ス形成手段の構成要素である。
【００３０】
　電圧検出回路５０は、マルチプレクサ６０を介してデータ線３１に接続されており、検
査電流発生回路４０が検査電流を出力している間に、データ線３１の電圧を検出する機能
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を有し、第２回路パス形成手段の構成要素である。
【００３１】
　マルチプレクサ６０は、電圧検出回路５０に接続されるデータ線３１の切り替えを行う
機能を有する。
【００３２】
　制御回路７０は、走査線駆動回路２０、データ線駆動回路３０、検査電流発生回路４０
、マルチプレクサ６０、電圧検出回路５０、及びメモリ８０の制御を行う機能を有する。
電圧検出回路５０により検出された電圧値は、デジタル値に変換され、演算により特性パ
ラメータ化される。そして、制御回路７０によりメモリ８０に書き込まれる。また、制御
回路７０は、メモリ８０に書き込まれた特性パラメータを読み出し、外部から入力された
映像信号データを、その特性パラメータに基づいて補正して、データ線駆動回路３０へと
出力する。
【００３３】
　次に、画素部１００の内部回路構成について、図２を用いて説明する。
【００３４】
　駆動トランジスタ１２０は、第１トランジスタとして機能し、駆動トランジスタ１２０
のゲートは、スイッチングトランジスタ１３０を介してデータ線３１に接続され、第１端
子であるソース及びドレインの一方が有機ＥＬ素子１１０の一方の端子であるアノードに
接続され、第２端子であるソース及びドレインの他方が、電源線１２５に接続されている
。
【００３５】
　また、スイッチングトランジスタ１３０は、第１スイッチングトランジスタとして機能
し、スイッチングトランジスタ１３０のゲートは、走査線２１に接続されている。
【００３６】
　検査トランジスタ１４０は、第２トランジスタとして機能し、検査電流パスを形成する
第１回路パス形成手段の構成要素である。また、検査トランジスタ１４０は、有機ＥＬ素
子１１０のアノード電圧をデータ線３１にて測定する電圧パスを形成する第２回路パス形
成手段の構成要素を兼用している。検査用トランジスタ１４０のゲートは、制御線２２に
接続され、ソースは、有機ＥＬ素子１１０の一方の端子であるアノードに接続され、ドレ
インは、データ線３１に接続されている。
【００３７】
　保持容量１５０は、電源線１２５と駆動トランジスタ１２０のゲート端子との間に接続
されている。
【００３８】
　有機ＥＬ素子１１０は、発光素子として機能し、有機ＥＬ素子１１０の他方の端子であ
るカソードは、共通電極１１５に接続されている。
【００３９】
　なお、図１、図２には記載されていないが、電源線１２５はすべて同じ電源に接続され
ている。また、共通電極１１５も電源に接続されている。
【００４０】
　次に、本発明の実施の形態１にかかる表示装置の駆動方法について説明をする。本駆動
方法により、駆動トランジスタ１２０の特性の検出、有機ＥＬ素子１１０の特性の検出が
可能である。
【００４１】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の有する制御回路の、駆動トランジスタ
又は有機ＥＬ素子の特性を検出する場合の動作フローチャートである。
【００４２】
　最初に、データ線駆動回路３０とデータ線３１との接続を非導通状態とし、検査電流発
生回路４０とデータ線３１との接続を導通状態に設定する（Ｓ１０）。この接続は、例え
ば、データ線駆動回路３０とデータ線３１との間のスイッチをオフすること、及び検査電
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流発生回路４０とデータ線３１との間のスイッチをオンすることにより実現される。
【００４３】
　図４は、駆動トランジスタ特性又は有機ＥＬ素子特性を検出する場合の検査電流の供給
タイミングを示すタイミングチャートである。同図において、横軸は時間を表している。
また縦方向には、上から順に、走査線２１に発生する電圧の波形図、制御線２２に発生す
る電圧の波形図、及び検査電流４１の波形図が示されている。
【００４４】
　次に、図４のｔ１において、走査線２１及び制御線２２の電圧のレベルをＨＩＧＨにし
て、それぞれ、スイッチングトランジスタ１３０及び検査トランジスタ１４０をオンにす
る（Ｓ１１）。なお、有機ＥＬ素子特性の検出時には、スイッチングトランジスタ１３０
はオフであってもよい。
【００４５】
　次に、図４のｔ２において、検査電流発生回路４０から図２中の矢印の向きに検査電流
４１を流す（Ｓ１２）。
【００４６】
　ステップＳ１２において、駆動トランジスタ１２０の特性検出時においては、共通電極
１１５には、共通電極１１５に接続された第２電源により有機ＥＬ素子１１０に逆バイア
スがかかるような可変電圧ＶBが加えられるため、有機ＥＬ素子１１０には電流は流れな
い。よって、この検査電流４１は、第１検査電流として、データ線３１、検査トランジス
タ１４０、及び駆動トランジスタ１２０を経由して、電源線１２５に流れこむ。その際、
スイッチングトランジスタ１３０がオン状態であるので、駆動トランジスタ１２０のゲー
ト端子はデータ線３１に接続されている。よって、データ線３１の電圧は、駆動トランジ
スタ１２０に検査電流４１が流れた際の駆動トランジスタ１２０のゲート電圧とほぼ等し
くなる。
【００４７】
　一方、ステップＳ１２において、有機ＥＬ素子１１０の特性検出時には、電源線１２５
には、電源線１２５に接続された第１電源により、駆動トランジスタ１２０に電流が流れ
ないように、駆動トランジスタ１２０のゲート電圧と同程度かそれ以上の可変電圧ＶAが
印加されており、この検査電流４１は、第２検査電流として、データ線３１、検査トラン
ジスタ１４０、及び有機ＥＬ素子１１０を経由して、共通電極１１５に流れこむ。その際
、検査トランジスタ１４０がオン状態であるので、有機ＥＬ素子１１０のアノード端子は
データ線３１に接続されている。よって、データ線３１の電圧は、有機ＥＬ素子１１０に
検査電流４１が流れた際の有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧とほぼ等しくなる。
【００４８】
　次に、図４のｔ２からｔ３の間において、検査電流４１を供給し、データ線３１に現れ
た電圧を電圧検出回路５０で検出する（Ｓ１３）。これにより、検査電流４１の大きさに
対する、駆動トランジスタ１２０のゲート電圧、又は有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧
を知ることができる。
【００４９】
　ここで、駆動トランジスタ１２０の特性を検出する場合には、上記ステップＳ１３にお
いて、駆動トランジスタ１２０のゲート端子とドレイン端子は、スイッチングトランジス
タ１３０及び検査トランジスタ１４０を介して接続されているため、駆動トランジスタ１
２０は飽和領域で動作している。また、駆動トランジスタ１２０のソース電圧は電源線１
２５に印加された電圧である。ここで、検出された電圧をＶdet、駆動トランジスタ１２
０のソース端子に印加された電源電圧をＶdd、及び検査電流をＩtestとすると、以下の式
１が成り立つ。
【００５０】
【数１】
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【００５１】
　ここで、βは、駆動トランジスタ１２０のチャネル領域、酸化膜容量、及び移動度に関
する特性パラメータであり、Ｖｔｈは、駆動トランジスタ１２０の閾値電圧であり移動度
に関係する。
【００５２】
　式１により、大きさの異なる２種類の検査電流Ｉ1及びＩ2を流して検出された電圧をそ
れぞれＶdet1、Ｖdet2とすると、以下のような連立方程式を立てることができる。
【００５３】
【数２】

【００５４】
【数３】

【００５５】
　Ｖgs1＝Ｖdet1－Ｖdd、Ｖgs2＝Ｖdet2－Ｖddとおき、この連立方程式を解くと、βとＶ
ｔｈはそれぞれ以下のようになる。
【００５６】
【数４】

【００５７】
　このようにして、検査電流４１を流し、その時のデータ線３１の電圧を測定することに
より、駆動トランジスタ１２０の移動度や閾値といった特性パラメータを算出することが
できる。
【００５８】
　一方、有機ＥＬ素子１１０の特性を検出する場合には、検査電流４１をＩEL、発生した
有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧をＶELとすると、予め取得されている有機ＥＬ素子１
１０の初期の電流－電圧特性と、今回取得された（ＩEL、ＶEL）とのズレ量を算出する。
【００５９】
　次に、制御回路７０は、電圧検出回路５０により検出された電圧値Ｖdet1及びＶdet2、
またはＶELをデジタル値に変換し、それらと式２ないし式４又は初期電流－電圧特性を用
いて算出した特性パラメータをメモリ８０に格納する（Ｓ１４）。
【００６０】
　次に、図４のｔ３において、検査電流４１の供給を停止する（Ｓ１５）。
【００６１】
　なお、ステップＳ１５は、ステップＳ１４の後である必要はなく、ステップＳ１４と並
行して実行されてもよく、または、ステップＳ１３の後であってステップＳ１４の前に実
行されてもよい。
【００６２】
　上述した一連の動作ステップにより、データ線の電圧が測定され、その検出結果が評価
されることにより、画素部の画素欠陥が発見されるだけでなく、駆動トランジスタや有機
ＥＬ素子のばらつきや経時変動に関する情報が独立に取得できる。取得された特性パラメ
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ータがメモリに保存され、後述する通常動作時のデータ電圧の補正に用いられることで、
駆動トランジスタや有機ＥＬ素子の特性ばらつきや経時変動による輝度ムラが改善される
。
【００６３】
　次に、本発明の実施の形態１にかかる表示装置の通常動作時における駆動方法について
説明する。
【００６４】
　図５は、通常動作時における制御回路の動作フローチャートである。
【００６５】
　最初に、データ線駆動回路３０とデータ線３１との接続を導通状態とし、検査電流発生
回路４０とデータ線３１との接続を非導通状態に設定する（Ｓ２０）。この接続は、例え
ば、検査電流発生回路４０の出力電流をゼロにすることで実現できる。また、検査電流発
生回路４０とデータ線３１との間に設けられたスイッチをオフすることで、接続を開放し
てもよい。
【００６６】
　次に、検査トランジスタ１４０を、オフ状態にする（Ｓ２１）。なお、本ステップＳ２
１は、ステップＳ２０の前に実行されていてもよい。また、通常動作時では、検査トラン
ジスタ１４０は常にオフ状態であるが、検査トランジスタ１４０をオン状態とすることで
、データ線駆動回路３０の出力電圧を直接有機ＥＬ素子１１０に印加することができるた
め、駆動時の黒挿入に使ってもよい。
【００６７】
　最後に、メモリ８０から読み出された特性パラメータにより補正された信号電圧をデー
タ線駆動回路３０から出力し、画素部１００へ書き込むことにより画像表示を実行する（
Ｓ２２）。
【００６８】
　以上、駆動トランジスタ及び有機ＥＬ素子の特性検出動作、及び通常動作により、特性
検出時に得られた特性パラメータに基づき信号電圧が補正されるので、駆動トランジスタ
や有機ＥＬ素子の特性ばらつきや経時変動による輝度ムラが改善される。
【００６９】
　なお、図２において、電圧検出回路５０と検査電流発生回路４０とは、データ線３１の
両側に、画素部を挟んで接続されているが、電圧検出回路５０と検査電流発生回路４０と
が、画素部に対してデータ線３１の同じ側に接続されていてもよい。大きな検査電流を流
してデータ線３１の電圧が測定される場合、電圧検出回路５０が、検査電流発生回路４０
と同じ側にあると、データ線３１の配線抵抗による電圧降下により検出精度が低下する可
能性がある。その場合は、電圧検出回路５０と検査電流発生回路４０とは、データ線３１
の両側に、画素部を挟んで接続されているのが好ましい。検査電流を大きくすることによ
り、検出時間を早めたい場合、データ線３１の両側に接続する構成は非常に有効である。
【００７０】
　また、検査電流発生回路４０は、データ線駆動回路３０とともにデータドライバＩＣに
内蔵されていてもよいし、データドライバＩＣとは別にあってもよい。
【００７１】
　また、検査電流発生回路４０は、図６に示されるデータ線と検査電流発生回路との接続
関係のように、データ線３１の本数と同数の電流発生源４２を有するものであってもよい
。
【００７２】
　また、検査電流発生回路４０は、図７に示されるデータ線と検査電流発生回路との接続
関係のように、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサ４３とデータ線３１の本数
より少ない電流発生源４２を有するものであってもよい。
【００７３】
　また、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサ４３とデータ線３１より少ない電
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流発生源４２をもつ場合、マルチプレクサ４３は、図８に示されるデータ線と検査電流発
生回路との接続関係のように、発光パネル５上に形成されていてもよい。
【００７４】
　さらに、電圧検出回路５０は、データ線駆動回路３０とともにデータドライバＩＣに内
蔵されていてもよいし、データドライバＩＣとは別にあってもよい。
【００７５】
　また、電圧検出回路５０は、図９に示されるデータ線と電圧検出回路との接続関係のよ
うに、データ線３１の本数と同数の電圧検出器５１を有するものであってもよい。
【００７６】
　また、電圧検出回路５０は、図１０に示されるデータ線と電圧検出回路との接続関係の
ように、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサ５２とデータ線３１の本数より少
ない電圧検出器５１をもつものであってもよい。
【００７７】
　また、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサ５２とデータ線３１より少ない電
圧検出器５１をもつ場合、マルチプレクサ５２は、図１１に示されるデータ線と電圧検出
回路との接続関係のように、発光パネル５上に形成されていてもよい。
【００７８】
　図１２は、本発明の実施の形態１の第１の変形例を示す表示装置の備える画素部の回路
構成図である。同図における画素部２００は、有機ＥＬ素子２１０と、駆動トランジスタ
２２０と、スイッチングトランジスタ２３０と、検査トランジスタ２４０と、保持容量１
５０と、共通電極１１５と、電源線１２５と、走査線２１と、制御線２２と、データ線３
１とを備える。
【００７９】
　同図に記載された画素部２００は、図２に記載された画素部１００と比較して、トラン
ジスタがすべてｐチャネルであり、駆動トランジスタ２２０と接続される有機ＥＬ素子２
１０の端子はカソードである点のみが回路構成として異なる。以下、画素部２００を有す
る表示装置の駆動方法について、図３に記載された画素部１００を有する表示装置の駆動
方法と異なる点のみ説明する。
【００８０】
　図３に記載されたステップＳ１１では、スイッチングトランジスタ２３０及び検査トラ
ンジスタ２４０をオン状態にするために、走査線２１及び制御線２２の電圧をＨＩＧＨレ
ベルからＬＯＷレベルに切り換える。なお、有機ＥＬ素子特性の検出時には、スイッチン
グトランジスタ２３０はオフであってもよい。
【００８１】
　また、図３に記載されたステップＳ１２では、検査電流４４は、図２に記載された検査
電流４１と逆向きになる。
【００８２】
　これにより、ステップＳ１３では、検査電流４４の大きさに対する、駆動トランジスタ
２２０のゲート電圧、又は有機ＥＬ素子２１０のカソード電圧を知ることができる。
【００８３】
　図１３は、本発明の実施の形態１の第２の変形例を示す表示装置の備える画素部の回路
構成図である。同図における画素部３００は、有機ＥＬ素子１１０と、駆動トランジスタ
１２０と、スイッチングトランジスタ１３０と、ＥＬスイッチングトランジスタ３１０と
、検査トランジスタ１４０と、保持容量１５０と、共通電極１１５と、電源線１２５と、
走査線２１と、制御線２２及び２３と、データ線３１とを備える。
【００８４】
　同図に記載された画素部３００は、図２に記載された画素部１００と比較して、有機Ｅ
Ｌ素子１１０のアノード端子にＥＬスイッチングトランジスタ３１０が挿入されている点
、及びＥＬスイッチングトランジスタ３１０のオンオフを制御するための制御線２３がＥ
Ｌスイッチングトランジスタ３１０のゲートに接続されている点のみが回路構成として異
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なる。
【００８５】
　ＥＬスイッチングトランジスタ３１０は、第２スイッチ素子として機能し、有機ＥＬ素
子１１０への検査電流の供給の有無を制御する。
【００８６】
　以下、画素部３００を有する表示装置の駆動方法について、図３に記載された画素部１
００を有する表示装置の駆動方法と異なる点のみ説明する。
【００８７】
　図３に記載されたステップＳ１２では、有機ＥＬ素子１１０に逆バイアス電圧が印加さ
れることにより、有機ＥＬ素子１１０には検査電流が流れず、駆動トランジスタ１２０に
検査電流４１が流れるように制御されていた。これに対して、本実施例では、有機ＥＬ素
子１１０のアノードに接続されたＥＬスイッチングトランジスタ３１０を、制御線２３を
介してオフ状態とすることで、有機ＥＬ素子１１０に電流が流れず、駆動トランジスタ１
２０に検査電流４１が流れるように制御されている。
【００８８】
　図１４は、本発明の実施の形態１の第３の変形例を示す表示装置の備える画素部の回路
構成図である。同図における画素部４００は、有機ＥＬ素子１１０と、駆動トランジスタ
１２０と、スイッチングトランジスタ１３０及び４１０と、検査トランジスタ１４０と、
保持容量１５０と、共通電極１１５と、電源線１２５と、走査線２１と、制御線２２及び
２４と、データ線３１とを備える。
【００８９】
　同図に記載された画素部４００は、図２に記載された画素部１００と比較して、駆動ト
ランジスタ１２０の第２端子と電源線１２５との間にスイッチングトランジスタ４１０が
挿入されている点、及びスイッチングトランジスタ４１０のオンオフを制御するための制
御線２４がスイッチングトランジスタ４１０のゲートに接続されている点のみが回路構成
として異なる。
【００９０】
　スイッチングトランジスタ４１０は、第３スイッチ素子として機能し、駆動トランジス
タ１２０への検査電流の供給の有無を制御する。
【００９１】
　以下、画素部４００を有する表示装置の駆動方法について、図３に記載された画素部１
００を有する表示装置の駆動方法と異なる点のみ説明する。
【００９２】
　図３に記載されたステップＳ１２では、電源線１２５に駆動トランジスタ１２０のゲー
ト電圧と同程度かそれ以上の電圧が印加されることにより、駆動トランジスタ１２０には
検査電流が流れず、有機ＥＬ素子１１０に検査電流４１が流れるように制御されていた。
これに対して、本実施例では、駆動トランジスタ１２０の第２端子に接続されたスイッチ
ングトランジスタ４１０を、制御線２４を介してオフ状態とすることで、駆動トランジス
タ１２０に電流が流れず、有機ＥＬ素子１１０に検査電流４１が流れるように制御されて
いる。
【００９３】
　なお、本実施例にて追加されたスイッチングトランジスタ４１０は、駆動トランジスタ
１２０の第１端子に挿入（図１４中の点Ｐ）されていてもよい。
【００９４】
　上述した本発明の実施の形態１における第１～第３の変形例においても、データ線の電
圧が測定され、その検出結果が評価されることにより、画素部の画素欠陥が発見されるだ
けでなく、駆動トランジスタや有機ＥＬ素子のばらつきに関する情報が独立に取得できる
。取得された特性パラメータがメモリに保存され、後述する通常動作時のデータ電圧の補
正に用いられることで、駆動トランジスタや有機ＥＬ素子の特性ばらつきによる輝度ムラ
が改善される。
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【００９５】
　（実施の形態２）
　本実施の形態における表示装置は、複数の画素部を有するアクティブマトリクス型の発
光パネルを備え、画素部は、選択されたデータ線から供給された信号電圧に対応した信号
電流を出力する第１トランジスタと、第１トランジスタへの信号電圧の供給をオンオフす
る第１スイッチ素子と、信号電流の入力により光信号を出力する発光素子と、第１トラン
ジスタと第１スイッチ素子との間に接続された電圧変換部と、選択されたデータ線と第１
トランジスタのゲート端子とが短絡状態または一定の電位差を有する導通状態であること
、及び、選択されたデータ線と第１トランジスタの第２端子とが短絡状態であること、を
可能とするように接続された１以上の第２スイッチ素子とを備える。また、電子装置は、
さらに、第１トランジスタ又は発光素子に検査電流を流す検査電流発生回路と、当該検査
電流により発生した電圧を、選択されたデータ線にて測定する電圧検出回路とを備える。
これにより、第１トランジスタの閾値（Ｖｔｈ）変動が補償された回路においても、各画
素に配置された駆動トランジスタと発光素子の特性を独立に高精度測定できるので、駆動
トランジスタや発光素子の特性の不均一に起因する輝度ムラを補正できる。
【００９６】
　図１５は、本発明の実施の形態２に係る表示装置の有する画素部の回路構成図である。
同図における画素部５００は、有機ＥＬ素子１１０と、駆動トランジスタ２２０と、スイ
ッチングトランジスタ２３０とＥＬスイッチングトランジスタ５２０と、検査トランジス
タ２４０と、閾値補償トランジスタ５１０と、保持容量１５０と、閾値補償容量５３０と
、共通電極１１５と、電源線１２５と、走査線２１と、制御線２２、２５、及び２６と、
データ線３１とを備える。同図における画素部５００は、実施の形態１に係る表示装置の
備える画素部１００と比較して、閾値補償トランジスタ５１０及びその動作を制御する第
２制御線である制御線２５が付加されていること、有機ＥＬ素子１１０のアノード端子に
ＥＬスイッチングトランジスタ５２０及びその動作を制御する制御線２６が付加されてい
ること、スイッチングトランジスタ２３０と駆動トランジスタ２２０のゲート端子との間
に閾値補償容量５３０が付加されていること、及び各種トランジスタは全てｐチャネルの
トランジスタであることが異なる。図２に記載された画素部１００と同じ点は説明を省略
し、以下、異なる点について説明する。
【００９７】
　閾値補償トランジスタ５１０は、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタ２２０
の第１端子であるソース及びドレインの一方に接続され、ソース及びドレインの他方が駆
動トランジスタ２２０のゲートに接続されている。
【００９８】
　画素部１００が、駆動トランジスタ１２０、スイッチングトランジスタ１３０、及び保
持容量１５０という、２つのトランジスタ及び１つの容量という基本回路で有機ＥＬ素子
１１０への電流供給を制御しているのに対し、画素部５００は、上記基本回路に、閾値補
償トランジスタ５１０及び電圧変換部として機能する閾値補償容量５３０が付加されるこ
とにより、駆動トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈの変動を補償する機能を有する。これによ
り、駆動トランジスタ２２０は、閾値電圧Ｖｔｈの変動による出力信号電流の変動を生じ
ない。
【００９９】
　ＥＬスイッチングトランジスタ５２０は、図１３に記載された画素部３００におけるＥ
Ｌスイッチングトランジスタ３１０と同様の機能を有し、検査電流４１の有機ＥＬ素子１
１０への供給の有無を制御する。
【０１００】
　図１６は、本発明の実施の形態２に係る表示装置の有する制御回路の、駆動トランジス
タ又は有機ＥＬ素子の特性を検出する場合の動作フローチャートである。ここで、画素部
５００の周辺回路の構成及び接続は図２に記載された周辺回路と同様である。
【０１０１】
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　最初に、データ線駆動回路３０とデータ線３１との接続を非導通状態とし、検査電流発
生回路４０とデータ線３１との接続を導通状態に設定する（Ｓ３０）。この接続は、例え
ば、データ線駆動回路３０とデータ線３１との間のスイッチをオフすること、及び検査電
流発生回路４０とデータ線３１との間のスイッチをオンすることにより実現される。
【０１０２】
　次に、駆動トランジスタ２２０特性を検出する場合と有機ＥＬ素子１１０特性を検出す
る場合とを選択する（Ｓ３１）。
【０１０３】
　次に、ステップＳ３１で駆動トランジスタ２２０特性検出を選択した場合の動作につい
て説明する。
【０１０４】
　図１７は、駆動トランジスタ特性検出時の検査電流の供給タイミングを示すタイミング
チャートである。同図において、横軸は時間を表している。また縦方向には、上から順に
、走査線２１の電圧、制御線２５の電圧、制御線２２の電圧、制御線２６の電圧、及び検
査電流を表している。
【０１０５】
　図１７の時刻ｔ１において、制御線２５及び制御線２２の電圧のレベルをＬＯＷにして
、それぞれ、閾値補償トランジスタ５１０及び検査トランジスタ２４０をオンにする（Ｓ
３２）。
【０１０６】
　次に、ステップＳ３１で有機ＥＬ素子１１０特性検出を選択した場合の動作について説
明する。
【０１０７】
　図１８は、有機ＥＬ素子特性検出時の検査電流の供給タイミングを示すタイミングチャ
ートである。同図において、横軸は時間を表している。また縦方向には、上から順に、走
査線２１の電圧、制御線２５の電圧、制御線２２の電圧、制御線２６の電圧、及び検査電
流を表している。
【０１０８】
　図１８の時刻ｔ１において、制御線２２及び制御線２６の電圧のレベルをＬＯＷにして
、それぞれ、検査トランジスタ２４０及びＥＬスイッチングトランジスタ５２０をオンに
する（Ｓ３３）。
【０１０９】
　以降のステップについては、駆動トランジスタ特性検出時及び有機ＥＬ素子特性検出時
における動作を共通ステップとして説明する。
【０１１０】
　図１７又は図１８の時刻ｔ２において、駆動トランジスタ特性検出時には検査電流発生
回路４０から図１５中の矢印の向きに検査電流４５を流す。あるいは、有機ＥＬ素子特性
検出時には検査電流発生回路４０から図１５中の矢印の向きに検査電流４６を流す（Ｓ３
４）。
【０１１１】
　駆動トランジスタ特性検出時の検査電流４５は、データ線３１、検査トランジスタ２４
０、駆動トランジスタ２２０を経由して、電源線１２５に流れこむ。その際、閾値補償ト
ランジスタ５１０及び検査トランジスタ２４０により、駆動トランジスタ２２０のゲート
端子がデータ線３１に接続されることになり、データ線３１の電圧は、駆動トランジスタ
２２０に検査電流４５が流れた際の駆動トランジスタ２２０のゲート電圧とほぼ等しくな
る。
【０１１２】
　ここで、駆動トランジスタ２２０のゲート端子とドレイン端子は、閾値補償トランジス
タ５１０を介して接続されているため、駆動トランジスタ２２０は飽和領域で動作してい
る。また、駆動トランジスタ２２０のソース電圧は電源線１２５に印加された電圧である
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。ここで、検出された電圧をＶdet、駆動トランジスタ２２０のソース端子に印加された
電源電圧をＶdd、及び検査電流をＩtestとすると、前述した式１が成り立つ。
【０１１３】
　ここで、実施の形態１と同様に、大きさの異なる２種類の検査電流Ｉ1及びＩ2を流して
、連立方程式を解くことにより、式４よりβとＶｔｈが求まる。あるいは、本実施の形態
２における画素部５００は、通常動作時に駆動トランジスタ２２０の閾値電圧Ｖｔｈの変
動が補償されるので、画素間の特性ばらつきを補正する場合には、初期値Ｖｔｈを定数と
して扱うことができる。よって、Ｖｔｈの初期値を求めた後は、以下のように、１種類の
検査電流Ｉ＿ｔｅｓｔにより、変数βのみを求めてもよい。
【０１１４】
　式２において、Ｖgs＝Ｖdet－Ｖddとおき、この方程式を解くと、βは以下のようにな
る。
【０１１５】
【数５】

【０１１６】
　よって、検査電流４５供給時のデータ線３１の電圧が測定されることにより、駆動トラ
ンジスタ２２０の移動度などに関する特性パラメータβを算出することができる。
【０１１７】
　一方、有機ＥＬ素子特性検出時の検査電流４６は、駆動トランジスタ２２０のゲート電
位と同程度かそれ以下の電圧が電源線１２５に印加されているため、駆動トランジスタ２
２０には流れない。検査電流４６は、データ線３１、検査トランジスタ２４０、ＥＬスイ
ッチングトランジスタ５２０、有機ＥＬ素子１１０を経由して、共通電極１１５に流れこ
む。その際、検査トランジスタ２４０及びＥＬスイッチングトランジスタ５２０により、
有機ＥＬ素子１１０のアノードがデータ線３１に接続されているため、データ線３１の電
圧は、有機ＥＬ素子１１０に検査電流４６が流れた際の有機ＥＬ素子１１０のアノード電
圧とほぼ等しくなる。
【０１１８】
　次に、図１７又は図１８のｔ２からｔ３の間において、検査電流４５又は４６を供給し
、データ線３１に現れた電圧を電圧検出回路５０で検出する（Ｓ３５）。これにより、検
査電流の大きさに対する、駆動トランジスタ２２０のゲート電圧、又は有機ＥＬ素子１１
０のアノード電圧を知ることができる。
【０１１９】
　ここで、検査電流４６をＩEL、発生した有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧をＶELとす
ると、予め取得されている有機ＥＬ素子１１０の初期の電流－電圧特性と、今回取得され
た（ＩEL、ＶEL）とのズレ量を算出することができる。
【０１２０】
　次に、上述したように、電圧検出回路５０により検出された電圧値Ｖdet（またはＶdet

1及びＶdet2）、又はＶELをデジタル値に変換し、それらと式２ないし式５、又は初期電
流－電圧特性を用いて算出した特性パラメータをメモリ８０に格納する（Ｓ３６）。
【０１２１】
　次に、図１７又は図１８のｔ３において、検査電流の供給を停止する（Ｓ３７）。
【０１２２】
　なお、ステップＳ３７は、ステップＳ３６の後である必要はなく、ステップＳ３６と並
行して実行されてもよく、または、ステップＳ３５の後であってステップＳ３６の前に実
行されてもよい。
【０１２３】
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　上述した一連の動作ステップにより、駆動トランジスタの閾値電圧を補償するトランジ
スタや容量が付加された画素部においても、データ線の電圧が測定され、その検出結果が
評価されることにより、画素部の画素欠陥が発見されるだけでなく、駆動トランジスタや
有機ＥＬ素子のばらつきや経時変動に関する情報が独立に取得できる。取得された特性パ
ラメータがメモリに保存され、後述する通常動作時のデータ電圧の補正に用いられること
で、駆動トランジスタや有機ＥＬ素子の特性ばらつきや経時変動による輝度ムラが改善さ
れる。
【０１２４】
　次に、本発明の実施の形態２にかかる表示装置の通常動作時における駆動方法について
説明する。本実施の形態における通常動作時の制御回路の動作フローチャートは、図５に
記載された通常動作時における制御回路の動作フローチャートと同様である。よって、図
５を用いてその動作を説明する。
【０１２５】
　最初に、データ線駆動回路３０とデータ線３１との接続を導通状態とし、検査電流発生
回路４０とデータ線３１との接続を非導通状態に設定する（Ｓ２０）。
【０１２６】
　次に、検査トランジスタ２４０を、オフ状態にする（Ｓ２１）。なお、本ステップＳ２
１は、ステップＳ２０の前に実行されていてもよい。また、通常動作時では、検査トラン
ジスタ２４０は常にオフ状態であるが、検査トランジスタ２４０及びＥＬスイッチングト
ランジスタ５２０をオン状態とすることで、データ線駆動回路３０の出力電圧を直接有機
ＥＬ素子１１０に印加することができるため、駆動時の黒挿入に使ってもよい。
【０１２７】
　最後に、メモリ８０から読み出された特性パラメータにより補正された信号電圧をデー
タ線駆動回路３０から出力し、画素部５００へ書き込むことにより画像表示を実行する（
Ｓ２２）。
【０１２８】
　以上のように、本発明の実施の形態２に係る駆動トランジスタの閾値電圧を補償するト
ランジスタや容量が付加された画素部を有する表示装置においても、駆動トランジスタ及
び有機ＥＬ素子の特性検出動作、及び通常動作により、特性検出時に得られた特性パラメ
ータに基づき信号電圧が補正されるので、駆動トランジスタや有機ＥＬ素子の特性ばらつ
きや経時変動による輝度ムラが改善される。
【０１２９】
　なお、閾値補償容量５３０は、データ線からの信号電圧を、その信号電圧に対応する電
圧に変換して駆動トランジスタ２２０のゲートに出力する電圧変換回路であってもよい。
【０１３０】
　また、閾値補償容量５３０が電圧変換回路である場合、閾値補償トランジスタ５１０の
ソース及びドレインの一方は、駆動トランジスタ２２０の第１端子であるソース及びドレ
インの一方に接続されておらず、データ線３１に接続されていてもよい。
【０１３１】
　また、閾値補償容量５３０が電圧変換回路である場合、閾値補償トランジスタ５１０の
ソース及びドレインの一方は、駆動トランジスタ２２０の第１端子であるソース及びドレ
インの一方に接続されておらず、スイッチングトランジスタ２３０と電圧変換回路との接
続点に接続されていてもよい。
【０１３２】
　また、閾値補償容量５３０が電圧変換回路である場合、検査トランジスタ２４０のソー
ス及びドレインの一方は、データ線３１に接続されておらず、スイッチングトランジスタ
２３０と電圧変換回路との接続点に接続されていてもよい。
【０１３３】
　また、閾値補償容量５３０が電圧変換回路である場合、検査トランジスタ２４０のソー
ス及びドレインの一方は、データ線３１に接続されておらず、スイッチングトランジスタ
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２３０と電圧変換回路との接続点に接続され、かつ、閾値補償トランジスタ５１０のソー
ス及びドレインの一方は、駆動トランジスタ２２０の第１端子であるソース及びドレイン
の一方に接続されておらず、データ線３１に接続されていてもよい。
【０１３４】
　また、閾値補償容量５３０が電圧変換回路である場合、検査トランジスタ２４０のソー
ス及びドレインの一方は、データ線３１に接続されておらず、スイッチングトランジスタ
２３０と電圧変換回路との接続点に接続され、かつ、閾値補償トランジスタ５１０のソー
ス及びドレインの一方は、駆動トランジスタ２２０の第１端子であるソース及びドレイン
の一方に接続されておらず、スイッチングトランジスタ２３０と電圧変換回路との接続点
に接続されていてもよい。
【０１３５】
　また、閾値補償容量５３０が電圧変換回路である場合、検査トランジスタ２４０のソー
ス及びドレインの他方は、駆動トランジスタ２２０の第１端子であるソース及びドレイン
の一方に接続されておらず、駆動トランジスタ２２０のゲートに接続されていてもよい。
【０１３６】
　なお、実施の形態１及び２において、各画素部における駆動トランジスタ及び有機ＥＬ
素子のいずれかの特性を検出する動作について説明したが、実施の形態１及び２で示され
た回路構成及び動作により、各画素部の有する駆動トランジスタ及び有機ＥＬ素子の両方
の特性を検出してもよい。具体的には、駆動トランジスタ及び有機ＥＬ素子の両方の特性
検出は、実施の形態１においては第１検査電流が流れた際の駆動トランジスタ１２０のゲ
ート電圧と第２電流が流れた際の有機ＥＬ素子の１１０のアノード電圧を検出することで
実現される。以下、各画素部における駆動トランジスタ及び有機ＥＬ素子の両方の特性を
検出する効果について説明する。
【０１３７】
　駆動トランジスタのソース端子に有機ＥＬ素子が接続されている画素回路構成の場合、
発光輝度は、駆動トランジスタの劣化だけでなく、有機ＥＬ素子の劣化による影響をも受
けやすい。以下、この理由を説明する。
【０１３８】
　駆動トランジスタにおける、ソース端子に対するゲート電圧によって、有機ＥＬ素子に
流れる電流が決まる。そのソース端子に、定電圧の電源線ではなく有機ＥＬ素子が接続さ
れると、有機ＥＬ素子の特性によりソース電圧が変動する。有機ＥＬ素子は、経時劣化に
より、同じ電流を流したときの電圧が増加していく。つまり、高抵抗化していく傾向があ
る。そのため、例えば、実施の形態１に記載された画素部１００では、有機ＥＬ素子の高
抵抗化により、駆動トランジスタ１２０のソース電圧が上昇する。よって、同じデータ電
圧を、駆動トランジスタ１２０のゲート端子に印加しても、流れる電流が減少してしまう
。
【０１３９】
　よって、駆動トランジスタの劣化のみを検出し、所望の電流を流すためのゲート電圧を
求めたとしても、有機ＥＬ素子の劣化によりソース電圧がどのように変化しているかわか
らないため、所望の電流を流すための適切な補正データ電圧を導出することができない。
【０１４０】
　ここで、有機ＥＬ素子の特性も同時に検出しておくと、有機ＥＬ素子の特性を反映した
ソース電圧が分かるため、適切な補正データ電圧を導出することができる。
【０１４１】
　よって、有機ＥＬ素子及び駆動トランジスタの双方が経時劣化する場合、当該双方の特
性を検出することにより、所望の輝度を得るためのデータ電圧をより適切に制御できる。
【０１４２】
　また、ここでは、劣化についてのみ述べたが、出荷前などの初期段階においても、同様
の理由により、有機ＥＬ素子と駆動トランジスタの双方の特性を検出することは有効であ
る。これにより、駆動トランジスタの特性検出のみでは導出できない、適切なデータ電圧
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を製品出荷前に把握することができる。
【０１４３】
　本発明によれば、画素部１００のように、基本画素回路に一つの検査トランジスタ１４
０を追加するのみで、駆動トランジスタ及び有機ＥＬ素子の双方の特性検出ができ、上述
した高精度な補正データ電圧を導出することが可能となる。
【０１４４】
　（実施の形態３）
　本実施の形態における電子装置は、発光素子の形成される前の複数の画素部を有するア
クティブマトリクス型のパネル基板を備え、画素部は、選択されたデータ線から供給され
た信号電圧に対応した信号電流を出力する第１トランジスタと、第１トランジスタへの信
号電圧の供給をオンオフする第１スイッチ素子と、選択されたデータ線と第１トランジス
タの第２端子とが短絡状態であることを可能とするように接続された第２スイッチ素子と
を備える。また、電子装置は、さらに、第１トランジスタに検査電流を流す検査電流発生
回路と、当該検査電流により発生した電圧を選択されたデータ線にて測定する電圧検出回
路とを備える。これにより、各画素に配置された駆動トランジスタの特性を高精度測定で
きるので、発光素子が形成された後の発光パネルにおける駆動トランジスタ特性の不均一
に起因する輝度ムラを補正できる。
【０１４５】
　図１９は、本発明の実施の形態３に係る電子装置の電気的な構成を示すブロック図であ
る。同図における電子装置２は、走査線駆動回路２０と、検査電流発生回路４０と、電圧
検出回路５０と、マルチプレクサ６０と、制御回路７０と、メモリ８０と、画素アレイ部
９０とを備える。
【０１４６】
　図１９に記載された電子装置は、図１に記載された発光パネルを有する表示装置の形成
課程における途中段階のものである。同図に記載された実施の形態３に係る電子装置は、
図１に記載された実施の形態１に係る表示装置と比較して、表示部の代わりに画素アレイ
部９０が配置され、データ線駆動回路３０が配置されていない点が、構成として異なる。
【０１４７】
　画素アレイ部は、複数の画素部を備える。
【０１４８】
　図２０は、画素アレイ部の有する一画素部の回路構成及びその周辺回路との接続を示す
図である。同図における画素部６００は、駆動トランジスタ１２０と、スイッチングトラ
ンジスタ１３０と、検査トランジスタ１４０と、保持容量１５０と、電源線１２５と、走
査線２１と、制御線２２と、データ線３１とを備える。また、周辺回路は、走査線駆動回
路２０と、検査電流発生回路４０と、電圧検出回路５０と、マルチプレクサ６０とを備え
る。
【０１４９】
　図２０に記載された画素部６００は、図２に記載された画素部１００と比較して、有機
ＥＬ素子１１０が配置されていない点のみが回路構成として異なる。画素部６００は、有
機ＥＬ素子１１０が形成される前の課程のものであり、画素部６００に有機ＥＬ素子１１
０が形成されることにより、画素部１００が生成される。図１９及び図２０に記載された
構成要素について、図１及び図２に記載された構成要素と同じものは説明を省略し、以下
、異なる点のみを説明する。
【０１５０】
　検査電流発生回路４０は、データ線３１に接続されており、駆動トランジスタ１２０の
特性を検出するための検査電流４７を出力する。
【０１５１】
　電圧検出回路５０は、マルチプレクサ６０を介してデータ線３１に接続されており、検
査電流発生回路４０が検査電流４７を出力している間に、データ線３１の電圧を検出する
。
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【０１５２】
　制御回路７０は、走査線駆動回路２０、検査電流発生回路４０、マルチプレクサ６０、
電圧検出回路５０、メモリ８０の制御を行い、電圧検出回路５０により検出された電圧値
は、デジタル値に変換され、演算により得られた特性パラメータをメモリ８０に書き込む
。
【０１５３】
　次に、画素部６００の回路構成について説明する。
【０１５４】
　駆動トランジスタ１２０のゲートは、スイッチングトランジスタ１３０を介してデータ
線３１に接続され、第１端子であるソース及びドレインの一方が、後に形成される有機Ｅ
Ｌ素子のアノードに後に接続され、第２端子であるソース及びドレインの他方が、電源線
１２５に接続されている。
【０１５５】
　検査トランジスタ１４０のゲートは制御線２２に接続され、ソースは後に形成される有
機ＥＬ素子のアノードに後に接続され、ドレインはデータ線３１に接続されている。
【０１５６】
　次に、本発明の実施の形態３にかかる電子装置の駆動方法について説明をする。本駆動
方法により、発光素子が形成される前の駆動トランジスタ１２０の特性の検出が可能であ
る。
【０１５７】
　本駆動方法においても、図３に記載された動作フローチャート、及び図４に記載された
検査電流の供給タイミングを示すタイミングチャートにより説明できる。
【０１５８】
　最初に、検査電流発生回路４０とデータ線３１との接続を導通状態に設定する（Ｓ１０
）。
【０１５９】
　次に、図４のｔ１において、走査線２１及び制御線２２の電圧のレベルをＨＩＧＨにし
て、それぞれ、スイッチングトランジスタ１３０及び検査トランジスタ１４０をオンにす
る（Ｓ１１）。
【０１６０】
　次に、図４のｔ２において、検査電流発生回路４０から図２０中の矢印の向きに検査電
流４７を流す（Ｓ１２）。
【０１６１】
　ステップＳ１２において、検査電流４７は、データ線３１、検査トランジスタ１４０、
及び駆動トランジスタ１２０を経由して、電源線１２５に流れこむ。その際、データ線３
１の電圧は、駆動トランジスタ１２０に検査電流４７が流れた際の駆動トランジスタ１２
０のゲート電圧とほぼ等しくなる。
【０１６２】
　次に、図４のｔ２からｔ３の間において、検査電流４７を供給し、データ線３１に現れ
た電圧を電圧検出回路５０で検出する（Ｓ１３）。これにより、検査電流４７の大きさに
対する駆動トランジスタ１２０のゲート電圧を知ることができる。
【０１６３】
　次に、電圧検出回路５０により検出された電圧値をデジタル値に変換して算出した特性
パラメータをメモリ８０に格納する（Ｓ１４）。このときの特性パラメータの算出方法に
ついては、実施の形態１と同様に、式２～式４を用いることにより算出される。
【０１６４】
　最後に、図４のｔ３において、検査電流４７の供給を停止する（Ｓ１５）。
【０１６５】
　なお、ステップＳ１５は、ステップＳ１４の後である必要はなく、ステップＳ１４と並
行して実行されてもよく、または、ステップＳ１３の後であってステップＳ１４の前に実
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行されてもよい。
【０１６６】
　上述した一連の動作ステップにより、データ線の電圧が測定され、その検出結果が評価
されることにより、画素部の画素欠陥が発見されるだけでなく、駆動トランジスタのばら
つきに関する情報が取得できる。取得された特性パラメータがメモリに保存され、発光素
子形成後の発光パネルの通常動作時のデータ電圧の補正に用いられることで、駆動トラン
ジスタの特性ばらつきによる輝度ムラが改善される。
【０１６７】
　なお、図２０において、電圧検出回路５０と検査電流発生回路４０とは、データ線３１
の両側に、画素部を挟んで接続されているが、電圧検出回路５０と検査電流発生回路４０
とが、画素部に対してデータ線３１の同じ側に接続されていてもよい。
【０１６８】
　また、検査電流発生回路４０は、データ線３１の本数と同数の電流発生源を有するもの
であってもよい。
【０１６９】
　また、検査電流発生回路４０は、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサとデー
タ線３１の本数より少ない電流発生源を有するものであってもよい。
【０１７０】
　また、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサとデータ線３１より少ない電流発
生源をもつ場合、当該マルチプレクサは、パネル用基板上に形成されていてもよい。
【０１７１】
　また、電圧検出回路５０は、データ線３１の本数と同数の電圧検出器を有するものであ
ってもよい。
【０１７２】
　また、電圧検出回路５０は、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサとデータ線
３１の本数より少ない電圧検出器をもつものであってもよい。
【０１７３】
　また、データ線３１の切り替えを行うマルチプレクサとデータ線３１より少ない電圧検
出器をもつ場合、当該マルチプレクサは、パネル用基板上に形成されていてもよい。
【０１７４】
　以上のように、本発明に係る表示装置は、駆動トランジスタとスイッチングトランジス
タ及び発光素子からなる従来の画素部およびその画素部にデータ電圧を与えるデータ線に
対して、データ線から入力される第１検査電流を駆動トランジスタのソース－ドレイン間
に流し、又は、前記データ線から入力される第２検査電流を発光素子に流すように回路パ
スを形成する第１回路パス形成手段と、第１検査電流により発生した駆動トランジスタの
ゲート電圧に対応した電圧、又は、第２検査電流により発生した発光素子のアノード及び
カソードの一方の電圧をデータ線に発生させるよう回路パスを形成する第２回路パス形成
手段と、第１検査電流により発生した駆動トランジスタのゲート電圧に対応した電圧、又
は、第２検査電流により発生した発光素子のアノード及びカソードの一方の電圧を、第２
回路パス形成手段によりデータ線にて検出する電圧検出手段とを備えることにより、駆動
トランジスタや発光素子のばらつきに関する特性情報を独立に取得することができる。ま
た、検査電流が駆動トランジスタや発光素子に流れ、その時のデータ線の電圧が測定され
るので、電圧を入力して微小電流を検出するという従来の測定方法型に比べ、高精度な測
定が実現される。さらに、取得した特性情報を通常動作時のデータ電圧の補正に用いるこ
とで、駆動トランジスタや発光素子の特性ばらつきによる輝度ムラを改善することができ
る。
【０１７５】
　また本発明に係る電子装置は、駆動トランジスタとスイッチングトランジスタからなり
、発光素子が形成される前の画素部およびその画素部にデータ電圧を与えるデータ線に対
して、データ線から入力される検査電流を駆動トランジスタのソース－ドレイン間に流す
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ように回路パスを形成する第１回路パス形成手段と、第１検査電流により発生した駆動ト
ランジスタのゲート電圧に対応した電圧をデータ線に発生させるよう回路パスを形成する
第２回路パス形成手段と、検査電流により発生した駆動トランジスタのゲート電圧に対応
した電圧を、第２回路パス形成手段によりデータ線にて検出する電圧検出手段とを備える
ことにより、駆動トランジスタのばらつきに関する特性情報を取得することができる。ま
た、検査電流が駆動トランジスタに流れ、その時のデータ線の電圧が測定されるので、電
圧を入力して微小電流を検出するという従来の測定方法型に比べ、高精度な測定が実現さ
れる。さらに、取得した特性情報を通常動作時のデータ電圧の補正に用いることで、駆動
トランジスタの特性ばらつきによる輝度ムラを改善することができる。
【０１７６】
　なお、本発明に係る電子装置は、上記実施の形態に限定されるものではない。実施の形
態１ないし３及びその変形例における任意の構成要素を組み合わせて実現される別の実施
形態や、実施の形態１ないし３及びその変形例に対して本発明の主旨を逸脱しない範囲で
当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例や、本発明に係る電子装置を内蔵した
各種機器も本発明に含まれる。
【０１７７】
　例えば、図１３に記載された本発明の実施の形態１の第２の変形例を示す画素部３００
に、図１４に記載された本発明の実施の形態１の第３の変形例を示す画素部４００の備え
るスイッチングトランジスタ４１０を挿入することにより、実施の形態１の第２の変形例
における画素部３００の検査電流４１パスを、ＥＬスイッチングトランジスタ３１０及び
スイッチングトランジスタ４１０のオンオフにより制御することができる。
【０１７８】
　また、例えば、実施の形態１とその変形例及び実施の形態２に記載された各画素部の回
路構成から有機ＥＬ素子１１０を削除した回路構成、つまり有機ＥＬ素子１１０が形成さ
れる前段階の各画素部を有するパネル用基板を備えた電子装置は、図１９に記載された本
発明の実施の形態３に示された電子装置と同様に適用されることにより、同様の効果を奏
する。
【０１７９】
　また、本発明に係る実施の形態では、駆動トランジスタ、スイッチングトランジスタ、
検査トランジスタ、及びＥＬスイッチングトランジスタの各機能を有するトランジスタは
、ゲート、ソース及びドレインを有するＦＥＴ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ）であることを前提として説明してきたが、これらのトランジスタには、ベー
ス、コレクタ及びエミッタを有するバイポーラトランジスタが適用されてもよい。この場
合にも、本発明の目的が達成され同様の効果を奏する。
【０１８０】
　また、例えば、本発明に係る表示装置は、図２１に記載されたような薄型フラットＴＶ
に内蔵される。本発明に係る表示装置により、輝度ムラが抑制されたディスプレイを備え
た薄型フラットＴＶが実現される。
【産業上の利用可能性】
【０１８１】
　本発明は、特に表示装置を内蔵する有機ＥＬフラットパネルディスプレイに有用であり
、画質の均一性が要求されるディスプレイの表示装置およびその駆動方法として用いるの
に最適である。
【符号の説明】
【０１８２】
　１　　表示装置
　２　　電子装置
　５　　発光パネル
　１０　　表示部
　２０　　走査線駆動回路
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　２１　　走査線
　２２、２３、２４、２５、２６　　制御線
　３０　　データ線駆動回路
　３１　　データ線
　４０　　検査電流発生回路
　４１、４４、４５、４６、４７　　検査電流
　４２　　電流発生源
　４３、５２、６０　　マルチプレクサ
　５０　　電圧検出回路
　５１　　電圧検出器
　７０　　制御回路
　８０　　メモリ
　９０　　画素アレイ部
　１００、２００、３００、４００、５００、６００　　画素部
　１１０、２１０　　有機ＥＬ素子
　１１５　　共通電極
　１２０、２２０　　駆動トランジスタ
　１２５　　電源線
　１３０、２３０、４１０　　スイッチングトランジスタ
　１４０、２４０　　検査トランジスタ
　１５０　　保持容量
　３１０、５２０　　ＥＬスイッチングトランジスタ
　５１０　　閾値補償トランジスタ
　５３０　　閾値補償容量

【図１】 【図２】
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